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男鹿市規則第１号 

 

男鹿市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則 

男鹿市都市公園条例施行規則(平成１７年規則第１３２号)の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

別表（第６条関係） 別表（第６条関係） 

公園名 施設名 供用期間 定

休

日 

供用時刻 

船越近

隣公園 

（略） 

男鹿総

合運動

公園 

（略) 

 

公園名 施設名 供用期間 定

休

日 

供用時刻 

船越近

隣公園 

（略） 

金川近

隣公園

プール 毎年７月１日

から３月 31

日まで 

毎

週

木

曜

日 

第 1 回 午前10時から正午

まで 

第 2 回 午後１時30分から

午後４時まで 

第 3 回 午後５時から午後

７時まで 

男鹿総

合運動

公園 

(略) 

 

備考 （略） 備考 （略） 

備考 改正箇所は、太枠で示した部分である。 

 

附 則 
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この規則は、公布の日から施行する。 


